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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３１年１月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 操縦者死亡 

発生日時 不明（平成３０年８月２６日 １１時０４分ごろ～１１時０５分ごろ

の間） 

発生場所 福島県北塩原
きたしおばら

村小野川
お の が わ

湖 

 秋元
あきもと

三等三角点から真方位３３３°１,６００ｍ付近 

 （概位 北緯３７°４０.７′ 東経１４０°０６.３′） 

事故の概要  プレジャーボートアテックスは、操縦者が落水して溺死した。 

事故調査の経過  平成３０年８月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート アテックス、５トン未満 

 ２３０－５３８００福島、個人所有 

 ３.２１ｍ（Lr）×１.３５ｍ×０.５８ｍ、軽合金 

 ガソリン機関、９.６０kＷ、平成２６年５月２３日（第１回定期検

査） 

 乗組員等に関する情報 操縦者 男性 ２７歳 

 操縦免許 なし 

 死傷者等 死亡 １人（操縦者） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ２、視界 良好 

水象：湖上 平穏、水温 約２３℃ 

 事故の経過  本船は、操縦者が１人で乗り、小野川湖で開催される釣り大会に参

加する目的で、平成３０年８月２６日０６時４０分ごろ他の参加者と

共に同湖南西部のキャンプ場（以下「本件キャンプ場」という。）付

近の湖岸を出発した。 

 釣り大会主催者の担当者（以下「本件主催者」という。）は、小野

川湖北部付近の湖岸にボートが漂着している旨を他の参加者から聞

き、本件キャンプ場の運営者が所有する船舶に同乗して現場に向かっ

たところ、１４時ごろ本船が無人の状態で乗り揚げていることを確認

したので、他の関係者と共に操縦者の捜索を始め、本件キャンプ場の

従業員が１１９番通報を行った。 
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 本船は、発見されたとき、電動船外機が船首上部に格納されてお

り、船尾の船外機は停止していたが、クラッチレバーが前進に入った

状態でスロットルが開いており、ある程度の速力で湖岸に乗り揚げた

状態であった。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 本船は、本件主催者がＧＰＳ機能付き魚群探知機の航跡を確認した

ところ、１１時０４分ごろ～１１時０５分ごろに数百ｍ北東進して右

に約１５°変針した後、約５０ｍ東北東進して湖岸に乗り揚げてい

た。 

 本件主催者は、本船が右に変針している辺り（本船の発見場所から

西南西方５０ｍ付近）の湖面を確認したところ、水面下に立ち木（以

下「本件立ち木」という。）があり、その上部に接触痕を認めた。 

 本件立ち木は、通常、水面下約１ｍのところにその上部が位置して

いたが、本事故当時、雨不足や猛暑の影響で減水して小野川湖の水位

が低下しており、水面下約２０㎝のところにその上部が位置してい

た。 

 小野川湖では、本事故当時、水面下約２ｍまで水中を見ることがで

きた。 

 操縦者は、警察、消防等により捜索が行われていたところ、２８日

１０時５３分ごろ本件立ち木付近の湖底（水深約１０ｍ）で地元の消

防団により発見されて引き揚げられ、溺水による窒息死と検案され

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  操縦者は、平成２９年２月ごろ本船を中古で購入し、月に４～５回

ほど湖や沼などで本船に乗船してバス釣りを行っていたものの、操縦

免許を取得していなかった。 

 操縦者は、本事故の約１年前から釣り大会に参加していたが、本件

主催者が開催する釣り大会に参加するのは初めてであった。 

 操縦者は、本事故前日の夜に自家用車で本船をけん
．．

引して本件キャ

ンプ場に到着し、車内に泊まった後、釣り大会に参加していた。 

 操縦者が着用していた救命胴衣は、手動膨脹式のベルト型救命胴衣

であり、操縦者が発見されたとき、膨脹させるための紐
ひも

が引かれてお

らず膨脹していなかった。 

 操縦者は、ふだんから救命胴衣を着用しており、以前、自動膨張式

電動船外機 船外機 
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のベルト型救命胴衣を使用していたが、自宅で誤作動により膨脹した

ので、手動膨脹式のベルト型救命胴衣に替えていた。 

 本船発見時、本船には、操縦者の携帯電話（非防水型）、釣り道

具、飲料水等が残されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 操縦者の死因は、溺水による窒息死であった。 

 本船は、ＧＰＳ機能付き魚群探知機に１１時０４分ごろ～１１時０

５分ごろの航跡が残っており、同航跡付近の湖底で操縦者が発見され

たことから、小野川湖において、１１時０４分ごろ～１１時０５分ご

ろの間に操縦者が落水したものと考えられる。 

 操縦者は、本船が本件立ち木付近で右に約１５°変針していたこ

と、本件立ち木の上部に接触痕があったこと、及び操縦者が本件立ち

木付近の湖底で発見されたことから、本船が本件立ち木に接触した衝

撃により、落水して溺死したものと考えられるが、それらの状況を明

らかにすることはできなかった。 

 操縦者は、小型船舶操縦士の免許を受有しておらず、小型船舶操縦

者として本船に乗船してはならなかった。 

原因  本事故は、本船が、小野川湖において、操縦者が落水して溺水した

ことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・湖や沼などでは、減水により水位が低下するので、水中の障害物

に注意して航行すること。 

 ・小型船舶操縦士の免許を受有していない者は、小型船舶操縦者と

して小型船舶に乗船しないこと。 

 ・救命胴衣の使用方法を理解しておくこと。 

 ・防水型の携帯電話又は防水パックに入れた携帯電話を常に身に付

け、落水した際の連絡手段を確保しておくことが望ましい。 

 ・船舶を使用する釣り大会の主催者においては、参加者の操縦免許

の受有の有無、救命胴衣の型式、連絡手段の確保の状況を確認す

るなど、安全面に配慮することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図使用 

福島県 

北塩原村 

× 

無人で乗り揚げている
本船が発見された場所 

本船が出発した場所 

秋元三等三角点 

本船のＧＰＳ機能付き
魚群探知機に残されて
いた航跡（概略） 

操縦者が発見された場所
（水中の本件立ち木付近
で航跡が右に約１５°変
針していた。） 

本件キャンプ場 


